
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

において、一種乃至数種のガスをチャンバーに導入するためのガス導入管
路途中に流量制御室を設け、該流量制御室とチャンバーとの隔壁に複数のガス導入孔を設
け、流量制御室から流出するガスの全圧損失を大きくすることで流量制御室がチャンバー
に比べ正圧

【請求項２】
上記複数のガス導入孔、流量制御室若しくは流量制御室より上流の管路のうち少なくとも

構成したことを特徴とする請求項１に記載の半導体製
造装置用ガス導入ノズル。
【請求項３】
上記流量制御室の複数のガス導入孔の一部若しくは全部を脱着可能な構造としたことを特
徴とする請求項１又は２に記載の半導体製造装置用ガス導入ノズル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＣＶＤ法による薄膜生成装置等の半導体製造装置用ガス導入ノズルにおいて、
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半導体製造装置

となるよう圧力を上げるため、ガス導入孔の口径をレイノルズ数が２，３２０
を越えない範囲で小さくして流出するガスの流速を大きくするとともに、流量制御室から
ガス導入孔に至る形状をＣ面形状としたことを特徴とする半導体製造装置用ガス導入ノズ
ル。

一部をカーボン、セラミックにより



薄膜の化学合成の原料となる一種乃至数種のガス、若しくは反応に寄与しないガスをキャ
リアとした原料微粒子等をチャンバーに導入するためのガス導入管路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、例えば図４に有るようにＣＶＤ法による薄膜生成装置において、薄膜の化学合成の
原料となる一種乃至数種のガス、若しくは反応に寄与しないガスをキャリアとした原料微
粒子（以降、総称して原料ガス７と呼ぶ）の導入管路１は、原料ガス７を導入管路１の分
岐の無い単一のパイプ及び単一の原料ガス導入孔６を用いてチャンバー１１内部に導入し
、ＣＶＤ反応のエネルギー１３を与えながら、基体フォルダ１０により保持された基体８
上の基体コート面９まで導き、ＣＶＤ薄膜を合成し、残留物及びキャリアガスを排気系１
２からチャンバー１１外に排出する、単一パイプ導入孔構造である物が多かった。しかし
ながら、単一パイプ導入孔構造では、合成された薄膜の膜厚分布にばらつき、偏りが生じ
るという問題があった。
【０００３】
そこで、図５に示すような複数の原料ガス導入管路１７及び原料ガス導入孔６を有する複
数パイプ導入孔構造も提案されている。複数パイプ導入孔構造とは、一本の導入パイプの
管路１を途中より分岐部１６で分岐させることで、原料ガス７を反応槽１１内へ、より均
等に導入することを目的とした管路構造を指す。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら図５に示すような複数パイプ導入孔構造では、原料ガス導入管路の分岐部１
６の構造が複雑になり、分岐後の各導入管路１７からの原料ガス７の均一導入が困難にな
るという理由から原料ガス導入孔６の数を多くすることが困難であった。そのため、基体
コート面９の面積に対する原料ガスの導入孔６の数が少なく、基体８上に生成した薄膜の
膜厚分布に導入孔６の数だけの膜厚の偏在箇所が生じるという欠点があった。また、導入
管路の分岐部１６の構造を全ての導入管路１７に対して均一の構造、仕上げにしておかな
ければ、各導入管路に分岐する際の原料ガス流体の比エネルギー損失が均一にならないた
め、各導入管路に分岐する流量が同一にならず、損失の少ない管路に原料ガスが多く流れ
、その方向のみ膜厚が厚くなるという欠点もあった。
【０００５】
さらに原料ガスが２種類以上である場合には、管路の取り回しが複雑になるばかりでなく
、分岐部以降の管路の長さや管路形状を同一にすることが非常に困難であり、損失の少な
い管路に原料ガスが多く流れるという不具合があった。すなわち複数パイプ導入孔構造で
は、分岐部以降の管路損失を均一にしなければ、各導入孔からのガス流出量は均一になら
ないため、理想的な配置としては各導入孔を同心円上に配置し、その中心に分岐点をとる
必要がある。しかしながら複数パイプ導入孔構造で原料ガスが２種類以上である場合には
、各々の原料ガス管路の干渉のため分岐部全てを各導入孔の同心円の中心に配置する事が
困難である。すなわち図６にあるように２種類以上の原料ガスの各導入孔６を全て同一の
同心円上に配置すれば、何れかの原料ガス管路の分岐部１６を偏心させて分岐部１６以降
の管路１７の管路長を違えなければならず、分岐後の管路径が同じ場合、長くなった導入
管路１７の管路抵抗が大きくなり、短くなった導入管路１７に比べ原料ガス流量が減るこ
とになる。それを避けるためには長くなった導入管路１７の管路径を短くなった導入管路
のものより大きくし、管路が長くなることによる管路抵抗の増加分と、管路径を大きくす
ることによる管路抵抗の減少分を同一にする必要がある。しかしながら、流体力学的に管
路損失が同じになるように設計しても、実際には計算外の損失により、両者の損失を同じ
にすることは非常に困難である。
【０００６】
また図７にあるように分岐部１６以降の全ての管路長を、それぞれの原料ガス導入管路に
ついて同一にするならば、各々の原料ガス導入管路の各導入孔を同じ同心円上に配置し、
それぞれの同心円の中心を同じにすることは取り回しの複雑化、及び管路損失の増大の意
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味から困難である。そのため、各分岐部１６のうち、一方を偏心させた分岐部１６とする
必要があり、その際、基体コート面上での生成したＣＶＤ薄膜の膜厚分布に偏りが生じる
。特に原料ガスが腐食性ガスである場合には導入管路を耐食性のある材質を用いる必要が
あり、その加工の難しさから原料ガスの均一導入できうる管路の製造が困難であった。
【０００７】
さらに、図５、図６，図７に示すような複数の原料ガス導入孔６において、原料ガス導入
孔６からＣＶＤチャンバーへの原料ガスの流出速度を大きくし、原料ガスが導入孔開口部
端から薄膜ＣＶＤ対象である基体に至るまでの化学反応を抑制させ、基体に原料ガスが当
たり導入孔流れ方向の流速が落ちた時点で効率よくＣＶＤ化学反応を起こさせる目的で、
原料ガス導入孔６の口径を絞る場合、前述のように各原料ガス導入孔６からの原料ガス７
の流出流量がそれぞれ異なるため、口径を同一にした場合でも、レイノルズ数が通常条件
での臨界レイノルズ数下限値である、約２，３２０を越えてしまう各原料ガス導入孔６と
、越えないものとが出てくることがあった。この臨界レイノルズ数下限値を越えると流れ
が乱流となる場合があり、そうなるとＣＶＤ生成膜の膜厚にムラが更に生じる原因となっ
ていた。
【０００８】
なお、個々の流体粒子が、なめらかな線を描いて整然と運動する状態を層流と言い、それ
に対して不規則に混乱した運動を乱流と言うが、有る管内の流れが層流になるか、乱流に
なるかは、管の内径ｄ、管内平均流速ｖ、及びその管を流れる流体の動粘度νによって導
出されるレイノルズ数
Ｒｅ＝ｖｄ／ν
で定まることが知られている。すなわちレイノルズ数Ｒｅがある値Ｒｅｃよりも小さけれ
ば流れは層流となり、逆にＲｅｃよりも高ければ流れは乱流となる。この境界をなすレイ
ノルズ数の値Ｒｅｃを臨界レイノルズ数という。但し、流体の流速を徐々に高めていって
、層流が乱流に代わるときの臨界レイノルズ数と、逆に流体の流速を徐々に減じていって
、乱流が層流に代わるときの臨界レイノルズ数とは差があり、前者を臨界レイノルズ数の
上限、後者を臨界レイノルズ数の下限という。レイノルズ数が、臨界レイノルズ数の下限
よりも更に低いときには、流体の流れを故意に乱して乱流としても、それは自然に収まり
、流れは層流になる。通常の流れの条件のもとで、臨界レイノルズ数の下限は、約２，３
２０である。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は、流体力学の観点から検討を重ねた結果、ガス導入管路に、管路中で最もガスの
静圧が高くなるような、流量制御室と呼ぶガスのタンクを管路途中に設け、さらに流量制
御室とチャンバーとの隔壁に複数のガス導入孔を設けることで、流量制御室内で貯気槽状
態、すなわち流れの殆ど無いよどみ状態となったガスを複数のガス導入孔からチャンバー
へ均一流量、均一流速で、若しくは各々任意の流量、流速で導入することができるように
なり、基体コート面上での膜厚分布に偏りやばらつきを減らすことができる。
【００１０】
また流量制御室構造を管路途中に設けることで、ガス管路の配置を複雑にしていたガス流
入口の位置を自由に配置でき、ガス導入管路の複雑化及びガスの均一導入ができる。
【００１１】
また、上記構造により、従来のパイプ構造の場合は加工上の理由から使用が困難であった
カーボン、セラミック等の耐食性部材を容易に使用することができ、耐食性を向上させる
ことが出来る。
【００１２】
さらに、流量制御室の複数のガス導入孔の開口部の一部若しくは全部を脱着可能な構造と
することで、ガス導入孔を塞ぐ、若しくは導入孔の出口抵抗を著しく高める生成物の除去
を容易にし、かつ劣化した上記ガス導入孔の開口部の一部若しくは全部を容易に交換でき
る。
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【００１３】
また、流量制御室構造によりガス導入孔からのガス供給量が一定となるため、複数のガス
導入孔の口径を、レイノルズ数が通常条件での臨界レイノルズ数下限値である、２，３２
０を越えないような範囲とすることで、流量制御室からチャンバーへのガスの流出速度を
大きくし、ガスが導入孔開口部端から対象である基体に至るまでの化学反応を抑制させ、
基体にガスが当たり導入孔流れ方向の流速が落ちた時点で効率よく化学反応を起こすこと
ができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施形態としてＣＶＤ薄膜形成装置について説明する。
【００１５】
図１に有るようにＣＶＤ法による薄膜生成装置において、薄膜の化学合成の原料となる一
種乃至数種のガス、若しくは反応に寄与しないガスをキャリアとした原料微粒子（以降、
総称して原料ガス７と呼ぶ）の導入管路１は、原料ガス７を導入管路１の途中に設けた、
可能な限り大きな流量制御室３と呼ぶ原料ガスのタンクを通してチャンバー１１内部に導
入し、ＣＶＤ反応のエネルギー１３を与えながら、基体フォルダ１０により保持された基
体８上の基体コート面９まで導き、ＣＶＤ薄膜を合成し、残留物及びキャリアガスを排気
系１２からチャンバー１１外に排出する。
【００１６】
従来の単一パイプ導入孔構造では、合成された薄膜の膜厚分布にばらつき、偏りが生じる
という問題があった。これに対し、原料ガス導入管路途中に図１にあるような、可能な限
り大きな流量制御室３と呼ぶ原料ガスのタンクを設けることで、ベルヌーイの定理により
、原料ガスは流量制御室３内にて貯気槽状態、すなわち原料ガスの流速を殆ど無くしたよ
どみ状態となり、流量制御室３内において原料ガスは管路中で最も高い圧力を示す。さら
に流量制御室３とＣＶＤチャンバー１１との隔壁に複数の原料ガス導入管路５及び原料ガ
ス導入孔６を設けることで、流量制御室３内で貯気槽状態となった原料ガスを、ＣＶＤチ
ャンバー１１へ均一な流量、流速で導入することが出来る。貯気槽状態では流量制御室３
内壁面において、その場所の如何に関わらず原料ガスがほぼ均一の圧力を示すので、複数
の原料ガス導入管路５及び原料ガス導入孔６での圧力損失及び出口抵抗が均一になるよう
に原料ガス導入孔６の材質、表面面粗度、口径、導入管路５の管路長、管路形状、流量制
御室３と原料ガス導入管路５との繋ぎ部４の形状、及び原料ガス導入孔６の開口部形状等
を均一になるようにすれば、ほぼ均一な流量、流速で原料ガス７をＣＶＤチャンバー１１
内へ導入することが出来るからである。
【００１７】
その際、流量制御室３内容量がほぼ貯気槽状態となるような大きさ、すなわち流量制御室
３へ流入した原料ガスの流速が０となるような無限に大きな大きさを有すれば、流量制御
室３への原料ガス流入口２の位置を自由に配置できる。これは、流量制御室３へ流入した
原料ガスの流速が殆ど無いよどみ状態となることで、ベルヌーイの定理により流体は流速
という形ではなく静圧として流量制御室３内壁面全てに伝搬するため、原料ガス流入口２
からの距離に関係なく原料ガスは各原料ガス導入管路５に均一な圧力として伝搬されるた
めである。すなわち図５～７に示す従来の複数パイプ導入孔構造では、前述の分岐部１６
以降の原料ガス導入管路１７の管路長を均一にする目的で原料ガス導入孔６を同心円上に
配置する場合、分岐部以前の原料ガス導入管路１を同心円の中心に配置する必要があった
。しかしこれに対し、図１に示す本発明の流量制御室構造では流量制御室３への原料ガス
流入口２を自由に配置しても流量制御室３内が貯気槽状態となれば、原料ガス導入孔６か
らの原料ガス７の流速、供給量には影響を与えない。
【００１８】
しかしながら、流量制御室３の大きさにより流量制御室３内をほぼ貯気槽状態とする事は
常識的には殆ど不可能なので、流量制御室３からＣＶＤチャンバー１１への原料ガスの流
出抵抗を大きくし、流量制御室３内の圧力を高くすることで貯気槽状態に近づけることが
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できる。これを簡単に考えると、チャンバー１１内の圧力が一定であると仮定すると、流
量制御室３の原料ガス導入管路５及び原料ガス導入孔６の管路損失の比エネルギー損失に
原料ガス流体の密度を乗じた全圧損失を大きくすることで、全圧損失がそのまま流量制御
室３内の圧力の増分となるためである。
【００１９】
ここで流量制御室３内の圧力を上げる方法として最も簡単なものは原料ガス導入孔６の口
径を小さくして原料ガス導入孔６より流出する原料ガス７の流速を大きくする事と、繋ぎ
部４の形状をＣ面形状の損失の大きな形状にすることである。具体的には、原料ガス導入
孔の口径を１／ｘにすると、流出する原料ガス７の流速はｘの２乗倍となり、全圧損失は
ｘの４乗倍となる。すなわち原料ガス導入孔の口径を１／２にすると、全圧
損失は１６倍となる。
【００２０】
また、繋ぎ部４の形状をＲ形状面取りからＣ面形状面取りにすることで全圧損失は約１．
２５倍となる。
【００２１】
また、口径を小さくすることで原料ガス７が原料ガス導入孔６より流出してから基体コー
ト面９に当たり流速が落ちるまでの間の原料ガス７の流速を大きくすることが出来る。こ
れにより、その間に原料ガス７に与えられるエネルギー１３を小さく抑えることができＣ
ＶＤ化学反応を最小限に出来るため、原料ガスを効率よく基体コート面９上でＣＶＤ薄膜
とすることができるという長所も生まれる。
【００２２】
ただし、原料ガス導入孔６の口径を小さくしすぎると原料ガス７の流出時の流れが乱流と
なり基体コート面９上での膜厚分布に影響を与える。よって原料ガス７の流出時の流れを
層流とする必要がある。そのためには原料ガス７が原料ガス導入孔から流出した際の流れ
のレイノルズ数が通常条件での臨界レイノルズ数下限値である、約２，３２０を越えない
ような導入孔口径を下限とする必要がある。
【００２３】
さらに従来の複数パイプ導入孔構造では、構造上の理由より原料ガス導入孔６の数が制限
されており（通常は導入孔数４個、導入孔の径５ｍｍφが用いられている）、原料ガス７
が原料ガス導入孔６から流出してから基体コート面９に当たり流速が落ちるまでの間のＣ
ＶＤ化学反応を最小限にするために導入孔口径を小さくする場合、レイノルズ数が通常条
件での臨界レイノルズ数下限値である、約２，３２０を越えないようにするためには、単
位時間当たりの原料ガス供給量を増やすことができなかった。すなわち原料ガス７の流速
を早くするために導入孔口径を小さくすることで、原料ガスの流量制御室への総供給量、
すなわちＣＶＤ化学反応に使われる原料ガス総量を犠牲にする必要があった。しかし本発
明の流量制御室構造では原料ガス導入孔６の数を殆ど自由に増やすことができるため、原
料ガスの流速を早くでき、なおかつ原料ガス供給量も原料ガス導入孔６の数を多く増やし
た分だけＣＶＤ化学反応に使用される原料ガス総量を増やすことができるようになる。そ
れによりＣＶＤ化学反応パラメータの一つである原料ガス供給量を調整することが容易に
なった。
【００２４】
また原料ガスを供給する圧力を作る手段としてポンプ等を用いている場合、ポンプの回転
数とポンプの羽根枚数の積だけの圧力の高低の周期、すなわち脈動を持つが、流量制御室
３の内貯気槽状態がクッションの役割をするため、原料ガス７の原料ガス導入孔から流出
する際の脈動を無くすことができることも長所として挙げられる。
【００２５】
また、原料ガス導入孔６からの原料ガス７の流出方向に対して、ＣＶＤ対象である基体の
薄膜コート面９を鉛直方向に位置させている場合、基体コート面９の単位面積当たりで原
料ガスの供給量がほぼ均一になるように原料ガス導入孔６を配置することで、基体コート
面９上でのＣＶＤ薄膜の膜厚分布をほぼ均一にすることが出来る。また逆に、原料ガス導
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入孔６の出口損失及び配置を場所により任意に違えて設計することで、各原料ガス導入孔
からの原料ガスの流量、流速を任意にコントロールでき、基体コート面９上での膜厚分布
を任意に制御する事が出来るという長所も生まれる。
【００２６】
さらにＣＶＤ装置作成の際、加工の難易度、コストの面から考えると、従来の複数パイプ
導入孔構造で各原料ガス導入管路及び原料ガス導入孔６の原料ガス流出方向の平行度を均
一にするような加工を行うよりも、本発明のように流量制御室構造での各原料ガス導入管
路５及び原料ガス導入孔６の原料ガス流出方向の平行度を均一にする加工を行う方が有利
である。これは従来の複数パイプ導入孔構造の場合、パイプベンダによるパイプを曲げ加
工や、管路分岐部１６での溶接加工により管路を取り回すため加工精度が低く、また管路
そのものに残留応力が残り、ＣＶＤ反応のためのヒートサイクルで短期間で破損すること
等のためである。
【００２７】
これに対し、本発明の流量制御室構造では、機械切削加工で殆どの加工工程が済むため加
工精度を比較的高くでき、さらに構造を強固にできることにより管路の寿命を長くできる
。
【００２８】
また原料ガスが腐食性ガスである場合、管路に耐食性のある材質を用いることになるが、
耐食性金属の溶接は困難である場合が多いため、従来の複数パイプ導入孔構造ではより加
工の難易度が上がる。それにより、本発明の流量制御室構造では加工が容易である為、各
導入孔の原料ガス流出方向軸の平行度の均一化の効果はより向上する。また、本発明の流
量制御室構造では、カーボン、セラミックを採用しすやすい。これは、カーボン、セラミ
ックはその加工に切削等の塑性加工を要するため、パイプ形状に加工することは困難であ
るが、流量制御室構造では加工が比較的容易であるからである。
【００２９】
また、図２のように流量制御室壁面を構成する流量制御室筐体１４と、原料ガス導入管路
５との接合部１５をはめ込み構造、若しくはねじ構造等により脱着可能な構造とすること
で、原料ガス導入管路５内径部や原料ガス導入孔６を塞ぐ、若しくは原料ガス導入孔６の
出口抵抗を著しく高めるように形成されたＣＶＤ生成物の除去作業を容易にし、かつ劣化
した原料ガス導入管路５を、その接合部１５から容易に交換できる。
【００３０】
さらに、原料ガスが２種類以上である場合には図３にあるような、各原料ガス毎に独立し
た流量制御室３、３’を有する複槽流量制御室構造を用いることで、流量制御室３、３’
への原料ガス流入口２、２’の位置を自由に配置できる装置の構成を簡略化できる。
【００３１】
図３に示す構造の流量制御室でも同様に、ＣＶＤチャンバーへ均一流量、均一流速で、若
しくは各々任意の流量、流速で導入することができるようになり、基体コート面上での膜
厚分布に偏りやばらつきを減らすことができる。
【００３２】
また、カーボン、セラミック等の耐食性部材を容易に使用することができ、さらに複数の
原料ガス導入孔の開口部の一部若しくは全部を脱着可能な構造とすることもできる。
【００３４】
【実施例】
本発明の実施例として、図３のような、本発明の複槽流量制御室構造を持つ外熱式ＣＶＤ
反応炉を用いて、実際に、窒化アルミニウム焼結体からなる基体表面に化学気相合成法に
よってＡｌＮ膜を形成した。ＡｌＮ膜の成膜は、ＡｌＮ基体を外熱式によって９５０℃に
加熱した炉に入れ、窒素８ＳＬＭ（ＳＬＭ＝標準温度での流量Ｌｉｔｔｅｒ／ｍｉｎ．）
、アンモニア１ＳＬＭの混合ガスを複槽流量制御室のうち一方の流量制御室３、及び８個
の導入孔６（φ５ｍｍ）を経由して流し、もう一方の流量制御室３及び１２個の導入孔６
（φ５ｍｍ）を経由して塩化アルミニウムを０．３ＳＬＭ流して圧力を８０ｔｏｒｒとし
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て反応を開始させ、３時間の反応によって、平均膜厚約１００μｍのＡｌＮ膜を形成した
。このときのレイノルズ数は、導入口径の長さは問わず約、Ｒｅ＝２２６、ガス導入孔に
おける全圧損失は４．５６Ｐａであった。
【００３５】
比較例として、図７にあるような、従来の複数パイプ導入孔構造を持つ外熱式ＣＶＤ反応
炉を用いて、上記実施例と同じ製膜条件、すなわちＡｌＮ基体を外熱式によって９５０℃
に加熱した炉に入れ、窒素８ＳＬＭ、アンモニア１ＳＬＭの混合ガスを原料ガス分岐部１
６が偏心してある原料ガス導入管路１を経由して流し、円盤状ＡｌＮ基体中心と原料ガス
管路分岐部１６とが同じ原料ガス流出方向軸上にある原料ガス導入管路１を経由して塩化
アルミニウムを０．３ＳＬＭ流して圧力を８０ｔｏｒｒとして反応を開始させ、３時間の
反応によってＡｌＮ膜を形成した。
【００３６】
それぞれのＡｌＮ膜の厚みバラツキを測定したところ、比較例の製膜により得られたＡｌ
Ｎ膜には、塩化アルミニウム導入管路の４箇所の導入孔６の流れ方向軸下流部にあたるＡ
ｌＮ基体上に、膜厚が厚く偏在した箇所が４箇所できた。その膜厚が偏在した箇所とそれ
以外の箇所の最も膜厚が薄い箇所との膜厚差は、表１の通り、５回の製膜で４２～７６μ
ｍとなった。
【００３７】
一方、本発明実施例のＡｌＮ膜には、原料ガス導入孔６の流れ方向軸下流部にあたるＡｌ
Ｎ基体上に、膜厚が厚く偏在した箇所は見られなかった。最も膜厚が薄い箇所との膜厚差
は、表１の通り、８回の製膜で１８～３１μｍとなった。なお、表１の製膜回数は上記条
件で行ったＡｌＮ薄膜の製膜回数を示す。また、膜厚差範囲（μｍ）は最も厚い膜厚と最
も薄い膜厚との膜厚差の製膜回数分の範囲、膜厚差平均（μｍ）はその平均、膜厚差分散
（μｍ２ 　 ）はその分散をあらわす。
【００３８】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３９】
表１より本発明と比較例では膜厚差平均に差があるとおもわれる。よって、等分散性の検
定、母平均の差の検定を行い確認する。なお、表２は有意水準を５％としたＦ検定（等分
散性の検定）、表３は有意水準を５％としたｔ検定（分散が等しくないと仮定した標本に
よる検定）の結果である。
【００４０】
【表２】
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【００４１】
表２よりＦ＝８．１５７　＞７．８４７　より、有意水準１％で高度に有意であり、導入
孔構造が複数パイプ構造と複槽チャンバー構造では分散が等しいとは言えない。よって、
表３に有意水準を５％としたｔ検定（分散が等しくないと仮定した標本による検定）を行
う。
【００４２】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４３】
表３よりｔ＝５．１１４＞２．５７１より、有意水準５％で有意であり、本発明と比較例
では母平均に差があると判断できる。よって、母平均の点推定値で比較すると、導入孔構
造を複数パイプ構造から本発明の複槽流量制御室構造にする事で、製膜されたＡｌＮ薄膜
の膜厚差平均は５６．４（μｍ）から２４．６（μｍ）となり、半分以下になったと言え
る。
【００４４】
【発明の効果】
本発明により、以下の様な多くの効果を得ることが出来る。
【００４５】
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（１）ガス導入管路に、流量制御室および複数のガス導入孔を設けることで、ガスを複数
のガス導入孔からチャンバーへ均一流量、均一流速で導入することができるようになり、
基体コート面上での膜厚分布に偏りやばらつきを減らすことができ、ガス導入孔の数を殆
んど自由に増やすことができるためガス供給量を調整することが容易になる。
【００４６】
（２）簡単な構造とできる為、カーボン、セラミック等の切削加工を要する耐食性部材を
容易に使用することができる。
【００４７】
（３）ガス導入孔を脱着可能な構造とすることにより、導入孔を塞ぐ生成物の除去を容易
にし、かつ劣化した上記ガス導入孔の開口部の一部若しくは全部を容易に交換できる。
【００４８】
（４）複数のガス導入孔の口径を、レイノルズ数が通常条件での臨界レイノルズ数下限値
である、約２，３２０を越えないようにすることで、対象である基体に至るまでの反応を
抑制させ、基体にガスが当たり導入孔流れ方向の流速が落ちた時点で効率よく反応を起こ
させることができ、更にガスを効率よく基体コート面上で薄膜化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のガス導入ノズルを備えた外熱式ＣＶＤ反応炉の一例を示す概略図であり
、（ａ）は炉断面図、（ｂ）は流量制御室の底面図である。
【図２】本発明のガス導入ノズルにおけるガス導入孔近傍の拡大図である。
【図３】本発明に係わる、ガス複槽流量制御室導入孔構造を有する外熱式ＣＶＤ反応炉の
他の実施形態を示す概略図であり、（ａ）は炉断面図、（ｂ）は流量制御室底面図である
。
【図４】従来のガス導入ノズルを用いた外熱式ＣＶＤ反応炉の一例を示す概略図である。
【図５】従来のガス導入ノズルを用いた外熱式ＣＶＤ反応炉の一例を示す概略図である。
【図６】従来のガス導入ノズルを示す概略図であり、（ａ）は側面図、（ｂ）は底面図で
ある。
【図７】従来のガス導入ノズルを示す概略図であり、（ａ）は側面図、（ｂ）は底面図で
ある。
【符号の説明】
１、１’：ガス導入管
２、２’：流量制御室流入口
３、３’：流量制御室
４、４’：流量制御室流出口
５、５’：流量制御室以降の原料ガス導入管
６、６’：ガス導入孔
７、７’：導入孔以降のガス
８：基体
９：基体コート面
１０：基体フォルダ
１１：ＣＶＤチャンバー
１２：排気系
１３：エネルギー
１４：流量制御室筐体
１５：導入孔脱着構造部
１６、１６’：分岐部
１７、１７’：分岐部以降のガス導入管
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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